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伊豆市健康福祉部長寿介護課
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１　募集内容
介護保険法第１１５条の３９で規定する地域包括支援センターを、天城湯ヶ島圏域に設置する法人を募集する。

２　応募の取り扱い

(1) 応募に係る必要な経費は、応募する法人の負担とする。

(2) 応募の採否については、文書で通知する。

(3) 応募法人がない場合など地域包括支援センター設置法人の候補者の選定が困難な場合には、　　

別途伊豆市地域包括支援センター運営協議会で対応について検討する。

３　委託業務

介護保険法第１１５条の３９第１項に規定する事業に係る業務のほか、以下の業務とする。

(1) 事業計画書及び収支予算書の作成（年度毎）

(2) 事業報告書の作成（利用実績、収支決算書等）

(3) 災害等緊急時における業務

４　委託期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの１年間とする。ただし、伊豆市地域包括支援センター運営協議会が、委託業務の実施につき著しく不適当と認めた場合及び、介護保険法及びこれに関連する政省令等に定める事項に違反した場合は、契約期間の満了日前に契約を解除できるものとする。

５　応募要件

応募受付日において、地域包括支援センター協力業務委託を受託している事業者で、次の要件を満たす法人とする。

(1) 応募する日常生活圏域内に地域包括支援センターを設置できること。

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４（昭和２２年政令第１６号）の規定に該当しないこと。

(3) 伊豆市建設工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第２条第１項及び第２項に該当しないこと。

(4) 最近１年間の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(5) 応募法人やその役員等が、介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により、罰金又は禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、その執行を受けるものでなくなるまでの者でないこと。

(6) 応募法人やその役員等が、過去５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者でないこと。

(7) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等による手続きをしていないこと。

６　設置場所

伊豆市役所天城湯ヶ島支所内への設置を原則とする。
７　人員配置

介護保険法第１１５条の３９第４項及び介護保険法施行規則第１４０条の５２に規定された人員を配置するものとする。なお、各従事者の業務内容を踏まえ、その者の経験及び能力から、適切かつ効果的な業務の履行が期待できる者を配置すること。
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８　運　営

(1) 地域包括支援センターの開設日及び時間は、次のとおりとし、開設時間に利用者の相談等に対応できるよう必要な勤務体制を組むこと。

1 開設日

月曜日から金曜日（土・日曜日及び祝日、１２月２９日から１月３日を除く。）

2 開設時間

午前８時３０分から午後５時１５分

※　開設時間中は、原則として１名以上の従事者が対応できるよう必要な勤務体制を組むこと。

(2) 地域包括支援センターの開設時間外においても、緊急時には対応ができるよう必要な措置を講じること。なお、緊急時の連絡体制については、法人の本体施設等との連携による対応としても差し支えないものとする。

(3) 地域包括支援センターの趣旨を踏まえ、中立・公正な運営を図るための必要な措置を講じること。

(4) 地域包括支援センターは、業務の実施にあたり、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。

(5) 地域包括支援センターの業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

９　事業運営に係る報酬及び費用の取扱い
(1) 介護保険法第５８条に規定する介護予防サービス計画費に係る介護報酬は、当該事業者の収入とする。

(2) 介護予防支援の業務の一部を指定居宅介護支援事業所へ委託した場合、その委託に係る費用は当該事業者の負担とする。

１０　応募内容・応募方法

(1) 提出書類

①地域包括支援センター応募申請書（様式第１号）　２部（原本１部、コピー１部）

②事業計画書　　各２部（原本１部、コピー１部）
（1） 地域包括支援センターの運営上の基本方針（様式１－１～２）

（2） 介護予防ケアマネジメント事業に関する提案（様式１－３）

（3） 総合相談支援事業に関する提案（様式１－３）

（4） 権利擁護事業に関する提案（様式１－３）

（5） 運営に関する提案（様式２－１～２）

（6） 収支予算書（様式３－１～３）

③事業者に関する書類　２部（原本１部、コピー１部）

（1） 団体概要

（2） 定款、寄附行為、規則その他これらに類する書類

（3） 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書
（4） その他

a) 当該法人の登記簿謄本

b) 最近1年の法人税納税証明書及び消費税納税証明書

c)  前決算期末の常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数（パートタイマー、アルバイト）
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(2) 応募書類の提出場所・提出期間

　　　　提出期間：平成２1年１０月１日（木）～１０月３０日（金）

　　　　　　　　　午前９時～午後５時

　　　　提出方法：伊豆市役所　長寿介護課　地域包括支援センタースタッフ宛に、持参、郵送のいずれかで提出してください。（郵送の場合は３０日午後５時必着）

 (3)審査結果の通知

　　　　応募団体へ郵送します。
１１　審査及び選定に関する事項

　（１）審査の基準（選定基準）

　　　地域包括支援センターの選定にあたっては、伊豆市地域包括支援センター運営協議会による選定を受け、優先候補者等を決定します。

ア　運営の公正・中立が確保されること。

運営に関して公正・中立な対応ができるかについて判断する。

イ　地域包括支援センターの運営が安定かつ効率良く確保されていること。

事業計画書の内容が、効率的かつ安定的に実施されるかについて判断する。

ウ　地域包括支援センターの運営を安定して行う物的・人的能力を有していること。

申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行う資産その他の経営能力及び人的能力を有し、又は確保の見込みがあるかについて判断する。

エ　地域包括支援センターの運営に要する経費の縮減が図られていること。

事業計画書、業務の収支予算書等の内容が地域包括支援センターの適正な管理を確保し、経費の縮減が図られているかについて判断する。

オ　その他

①　個人情報の保護に対する具体的な取り扱いが図られていること。

②　利用者等からの意見、要望等の把握と対応が図られていること。

③　緊急時等の対応が図られていること。

（２）審査の手順

　　ア　応募書類の確認

　　　　団体からの提出資料について、事務局で確認をします。

イ　審査方法

　　　　地域包括支援センター運営協議会で審査し、優先候補者等を選定します。

ウ　審査結果の通知

　　　　審査の結果は、応募団体に郵送で通知します。

（３）提案内容の評価

　　審査における評価項目は以下のとおりです。

　ア　地域包括支援センターの運営上の基本方針

地域包括支援センターが高齢者福祉の向上のために寄与する役割に注目し、運営上の総合的な基本方針などについて示してください。

（1） 地域包括支援センター運営の基本コンセプト

　　 a　総合的な基本方針（中立・公正性を確保するための基本方針を含む）

　　 b　適正かつ安定的な運営をするための基本方針

（2） 地域包括支援センターの経営方針

　　　 a　コストの削減を図っていく上での基本方針

　　　 b  環境コストの低減（ゴミの減量化や省エネルギーなど）への基本方針
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イ　介護予防ケアマネジメント事業に関する提案

　介護予防ケアマネジメント事業への具体的な取り組み方を示してください。また、独自の事業展開等特色があれば示してください。

ウ　総合相談支援事業に関する提案

総合相談支援事業への具体的な取り組み方を示してください。また、独自の事業展開等特色があれば示してください。

エ　権利擁護事業に関する提案

権利擁護事業への具体的な取り組み方を示してください。また、独自の事業展開等特色があれば示してください。

オ　地域包括支援センターの運営に関する提案

　　（ア）運営の方針

　　　 a  個人情報の保護に対する対応

　　　 b  困難事例等に対する対応

（イ）運営体制と組織

　　　 a　運営組織の構造

地域包括支援センターを運営する組織図を示して下さい。その中には各職員の雇用関係（確定していない場合には現時点で想定できる関係）、それぞれの職員の勤務体制（勤務時間、休日設定など）を明示してください。また、この組織が通常の地域包括支援センターの運営を行っていく上で優れている点があれば示してください。

　　　ｂ　必要人材の配置と職能

上記の組織図を前提として、組織図に明示されている職員すべてを職能ごとに類型化し、それぞれの職種ごとに行う業務内容、必要な職能（資格、技能、経歴）などを示してください。なお今回の応募時点で、既に配置を想定している具体的な人材がある場合には、具体的な氏名、資格、経歴などを記載してください。未定の職種については、採用の条件（資格、経歴、住所など）記載してください。また、市内居住者の雇用に対する考え方を示してください。

ｃ　地域包括支援センターの効率的かつ安定的な運用

地域包括支援センターの効率的かつ安定的な運用として特記すべき内容があれば具体的に示してください。

　ｄ　緊急時の対応

　　　地震等災害時の対応や緊急時の医療機関との連携などを示してください。

　カ　収支予算書が適正であること

提案された収支予算書の収支が適正にバランスが取れていること。また、収支それぞれの科目に過不足がなく、適正な金額が示されていること。

１２　委託契約に関する事項

（１）基本的な考え方

優先候補者との協議を踏まえ委託契約を締結します。

（２）委託内容

　　ア　委託期間に関する事項

イ　事業計画書に記載された事項

　　エ　本市が支払うべき経費に関する事項

　　オ　業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

　　カ　業務確認及び事業報告に関する事項
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キ　委託契約の取消し及び管理運営業務の停止に関する事項

　　ク　その他市長が必要と認める事項

１３　業務確認及び事業報告に関する事項

（１）月報の提出

　　ア　受託事業者は月報を作成し、市長に提出します。

　　イ　相談人数や相談内容、その対応等について月毎にまとめ、報告して下さい。

（２）随時業務確認

　　　　必要と認めた時に、業務確認を行います。

（３）事業報告書の提出について

　　　　会計年度終了後、１ヶ月以内に事業の精算及び報告をしていただきます。

（４）業務の内容が低下した場合の措置

事業評価の結果、伊豆市地域包括支援センター運営協議会が、委託業務の実施につき著しく不適当と認めた場合及び、介護保険法及びこれに関連する政省令等に定める事項に違反した場合は、契約期間の満了日前に契約を解除します。

１４　関係法規の遵守

　　業務を遂行する上で、介護保険法他関連する法規がある場合は、それらを遵守することとします。

	[参考：伊豆市個人情報保護条例「抜粋」]

（委託等に伴う措置等）

第11条　実施機関は、個人情報の取扱いを委託するとき、又は公の施設の管理を指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により指定された法人その他の団体をいう。以下同じ。）に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

２　実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者又は公の施設の管理を行う指定管理者は、受託した業務又は公の施設の管理業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

３　前項の受託業務又は管理業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。


１５　事務引継業務

　　委託契約発効までの期間においては、必要書類作成、各種印刷物作成業務や事務引継及び各業務の習得を行っていただきます。ただし、習得期間の費用については、受託事業者の負担とします。

１６　その他

（１）事業の継続が困難となった場合の措置

　ア　受託事業者の責めに帰すべき事由による場合

　　　受託事業者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市長は委託契約を解除することができるものとします。その場合は、市に生じた損害は受託事業者が賠償するものとします。なお、次期受託事業者が円滑かつ支障なく、地域包括支援センターの業務を遂行できるよう、引継を行うものとします。

　イ　当事者の責めに帰すことのできない事由による場合

　　　不可抗力等、市長及び受託事業者双方の責めに帰すことのできない事由により、業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ、事前に書面に通知することにより契約を解除できるものとします。なお、
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次期受託事業者が円滑かつ支障なく、地域包括支援センターの業務を遂行できるよう、引継を行うものとします。

（２）委託契約書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合の措置

市長と受託事業者は誠意を持って協議するものとします
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天城湯ヶ島圏域地域包括支援センター設置スケジュール
	年月日
	事　　項

	21年
　7月上旬
　7月下旬
	募集要綱公表(伊豆市ホームページ)

募集記事掲載(広報いず8月号）

	10月　1日
　　～
10月30日
	地域包括支援センター公募申請書の受付期間

	11月　上旬
　　
　
	地域域包括支援センター運営協議会にて協議
　　　　地域包括支援センター(1箇所設置)の承認
決定及び公表（伊豆市ホームページ）

	22年
2月～
3月上旬
4月1日
	新地域包括支援センター職員研修
地域包括支援センター設置届出書受理
新支援者への案内、介護予防支援事業所引継ぎ準備作業
各団体への説明
事業運営開始
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